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防火防災意識の高揚  

平成 29 年中の火災を出火経過別にみた場合に、

全体の 70.5％を失火が占めており、また、危険物に

係る火災の 48.2％が人的要因によって発生してい

る。自然災害についても、地震や風水害発生時にお

ける避難及び二次災害の防止は、住民の日頃の備え

や災害時の適切な行動が基本となることは言うま

でもない。災害に強い安全な地域社会の構築には、

国民の防火防災意識の高揚が非常に重要となる。 

このような観点から、消防庁では、「防災とボラン

ティア週間」（１月15日～21日）、「全国火災予防運動」

（春季：３月１日～７日、秋季：11 月９日～15 日）、

「危険物安全週間」（６月第２週）、「防災週間」（８月 30

日～９月５日）、「119番の日」（11月９日）などの機会

をとらえて、啓発活動等を行っている。 

また、安全功労者に対して総務大臣表彰（毎年７月上

旬）を行い、防災功労者に対して消防庁長官表彰（随時

実施）を行っている。このうち、特に功労が顕著な個人

又は団体について、内閣総理大臣表彰が行われている。 

今後とも、国民の防火防災に関する関心を喚起し、

意識の高揚を図っていく必要がある。 

１．全国火災予防運動等 

（１）全国火災予防運動 

近年、都市構造や建築構造、生活様式の変化等に

伴い、火災等の災害要因の多様化が進行している。

このような状況において、火災をはじめとする災害

の発生を未然に防止し、またその被害を最小限にす

るためには、国民の一人一人が日頃から防災の重要

性を深く認識するとともに、防火防災に対して十分

な備えをすることが最も重要である。このことから、

消防庁では、毎年２回、春と秋に全国火災予防運動

を実施することで、国民に対し防火防災意識の高揚

及び火災予防対策の実践を呼び掛けている。 

ア 秋季全国火災予防運動 

（平成 29年 11月９日～11月 15日） 

秋季全国火災予防運動は、火災が発生しやすい時季

を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、

もって火災の発生を防止し、死傷事故や財産の損失を

防ぐことを目的として行われるもので、消防庁では「火

の用心 ことばを形に 習慣に」を平成 29年度の全国統

一防火標語として掲げ、各省庁、各都道府県及び関係団

体の協力の下に、「住宅防火対策の推進」、「乾燥時及び

強風時の火災発生防止対策の推進」、「放火火災防止対

策の推進」、「特定防火対象物等における防火安全対策

の徹底」、「製品火災の発生防止に向けた取組の推進」、

「多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の

徹底」を重点目標として、各種広報媒体を通じて広報活

動を実施した。これと併せて、各地の消防機関において

も、予防運動の趣旨に基づき、各種イベントや消防訓練

の実施、住宅防火診断等様々な行事が行われた。 

 
秋季火災予防運動ポスター 

イ 春季全国火災予防運動 

（平成 30年３月１日～３月７日） 

平成 30 年春季全国火災予防運動では、前年の秋

季全国火災予防運動と同一の全国統一防火標語の
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下に、「住宅防火対策の推進」、「乾燥時及び強風時の

火災発生防止対策の推進」、「放火火災防止対策の推

進」、「特定防火対象物等における防火安全対策の徹

底」、「製品火災の発生防止に向けた取組の推進」、

「多数の者が集合する催しに対する火災予防指導

等の徹底」、「林野火災予防対策の推進」を重点目標

として、秋季同様、様々な行事が実施された。 

 
春季火災予防運動ポスター 

（２）文化財防火デー（１月 26日） 

昭和 24年（1949年）１月 26日の法隆寺金堂火災

を契機として、昭和 30 年（1955 年）以降、消防庁

と文化庁の共同主唱により、毎年１月 26日を「文化

財防火デー」と定め、全国的に文化財防火運動を展

開している。 

また、この日を中心として、文化財の所有者及び管

理者により、管轄する消防本部の指導の下、重要物件

の搬出や消火、通報及び避難訓練などが積極的に実

施され、文化財の防火・防災対策が講じられている。 

（３）全国山火事予防運動（平成 30年３月１日～３

月７日） 

全国山火事予防運動は、広く国民に山火事予防思

想の普及を図るとともに、予防活動をより効果的な

ものとするため、消防庁と林野庁が共同し、春季全

国火災予防運動と併せて同期間に実施している。 

平成 30年の全国山火事予防運動では、「小さな火 

大きな森を 破壊する」を統一標語として、ハイ

カー等の入山者、地域住民、小中学校生徒等を重点

対象とした啓発活動、駅、市町村の庁舎、登山口等

への警報旗の設置やポスター等の掲示、報道機関等

を通じた山火事予防思想の普及啓発、消防訓練の実

施や研究会の開催、地域住民、森林所有者等による

山火事予防組織と女性（婦人）防火クラブ等民間防

火組織が連携した予防活動等を通じ、林野火災の未

然防止を訴えた。 

（４）車両火災予防運動（平成 30 年３月１日～３

月７日） 

車両火災予防運動は、車両交通の関係者及び利用

者の火災予防思想の高揚を図り、もって車両火災を

予防し、安全な輸送を確保することを目的として、

消防庁と国土交通省が共同し、春季全国火災予防運

動と併せて同期間に実施している。平成 30 年の車

両火災予防運動では、車両カバーにおける防炎品の

使用を推進し、放火火災防止対策を図るとともに、

駅舎及びトンネルの防火安全対策の徹底として、初

期消火、通報及び避難などの消防訓練の実施及び設

置されている消防用設備等の点検整備の推進を実

施した。 

（５）消防記念日（３月７日） 

昭和 23 年（1948 年）３月７日に「消防組織法」

が施行され、我が国の消防は、市町村消防を原則と

する今日の「自治体消防」として誕生した。そして、

同法が施行されて２周年を迎えた昭和 25 年（1950

年）、広く消防関係職員及び住民の方々に「自らの地

域を自らの手で火災その他の災害から守る」という

ことへの理解と認識を深めていただくため「消防記

念日」が制定された。 文化財防火デーポスター 
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消防記念日である３月７日は、例年春季全国火災

予防運動（毎年３月１日～３月７日）の最終日と

なっており、全国の消防本部等において、消防訓練、

記念式典や消防防災功労者に対する表彰など、様々

な行事が行われている。 

また、「消防組織法」が施行されて 70周年を迎え

た平成 30 年３月７日には、天皇皇后両陛下の御臨

席を賜り、「自治体消防制度 70周年記念式典」を国

技館において挙行し、我が国の消防の発展を回顧し

たところである。 

２．危険物安全週間 

危険物に係る火災及び流出事故の合計件数は近

年高い水準で推移しており、それらの事故原因をみ

ると、維持管理や操作確認が不十分であるなど人的

要因によるものが多くなっている。 

こうした事故を未然に防止するために、消防庁で

は、平成２年度（1990年度）以降、毎年６月の第２

週を「危険物安全週間」とし、危険物関係事業所に

おける自主保安体制の確立を呼び掛けるとともに、

家庭や職場における危険物の取扱いに対する安全

意識の高揚及び啓発を図っている。具体的には、各

都道府県、関係団体等と協力して、推進標語の募集

や推進ポスターの作成をはじめとする広報活動を

行っているほか、危険物の安全管理の推進や危険物

の保安に功績のあった個人、団体及び事業所に対し

表彰を行っている。 

平成 30年度の危険物安全週間（６月３日～９日）

では「この一球届け無事故へみんなの願い」を推進

標語として全国的な広報・啓発運動を展開したほか、

危険物の保安に功績があった者を表彰した。また、

各地域においては、危険物関係事業所の従業員や消

防職員を対象とした講演会や研修会が開催された

ほか、消防機関による危険物施設を対象とした立入

検査や自衛消防組織等と連携した火災等を想定し

た訓練などが行われた。 

３．防災知識の普及啓発 

我が国は繰り返し地震や風水害等の災害に見舞

われており、こうした災害は全国のあらゆる地域で

発生する可能性がある。災害による被害を最小限に

食い止めるためには、国、地方公共団体が一体と

なって防災対策を推進するとともに、国民一人一人

が、出火防止、初期消火、避難、救助、応急救護等

の防災に関する知識や技術を身に付け、日頃から家

庭での水・食料等の備蓄、家具の転倒防止、早めの

避難等の自主防災を心掛けることが極めて重要で

ある。また、防災のための講習会や防災訓練に積極

的に参加し、地域ぐるみ、事業所ぐるみの防災体制

を確立していくことが災害時の被害軽減につなが

る。 

このため、政府は、大正 12 年（1923 年）に関東

大震災が発生した９月１日を「防災の日」、毎年８月

30 日から９月５日までを「防災週間」、安政南海地

震（安政元年（1854年））が発生した 11月５日を「津

波防災の日」、平成７年（1995年）に阪神・淡路大震

災が発生した１月 17 日を「防災とボランティアの

日」、毎年１月 15日から 21日までを「防災とボラン

ティア週間」とそれぞれ定めて、国民の防災意識の

高揚を図っている。とりわけ、「防災週間」では政府

や地方公共団体から地域の自主防災組織に至るま

で大小様々な規模で防災訓練等を中心とした行事

が行われ、また「防災とボランティア週間」では、

全国各地で防災写真展や防災講習会、消火・救助等

の防災訓練等の事業が実施されている。 

消防庁では、インターネットを活用して防災の知

識や災害時の危機管理について学習できる「防災・

危機管理 e-カレッジ」を運用しており、消防庁の HP

からいつでも、誰でも、無料でアクセスすることが

できる。インターネットの他にも SNS等の広報媒体

を通した防災知識の普及啓発を行っている。 

また、東日本大震災の経験を踏まえ、「災害伝承 10

年プロジェクト」を実施している。このプロジェク

トでは、被災地で活躍した市町村職員、消防団員、平成 30年度危険物安全週間推進ポスター 
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女性（婦人）防火クラブ員、自主防災組織等の方々

を語り部として、希望する全国の市町村に派遣する。

語り部の方々に派遣先で、講演等をしてもらうこと

で、市町村の災害対応力の強化や地域住民の防災意

識の向上を図っている。 

さらに、地方公共団体においては、各種啓発行事

の実施、自主防災組織の育成等を通じて、住民、事

業所等に対する防災知識の普及啓発に努めている。 

 

 

住民等の自主防災活動  

１．コミュニティにおける自主防災活動 

（１）コミュニティにおける自主防災活動の促進 

防災体制の強化については、常備消防をはじめと

する防災関係機関による体制整備が必要であるこ

とは言うまでもないが、住民によるコミュニティに

おける自主防災活動を促進し、地域ぐるみの防災体

制を確立することも重要である。 

特に、大規模災害時には、道路、橋りょう等は損

壊し、電話、電気、ガス、水道等のライフラインが

寸断され、常備消防をはじめとする防災関係機関等

の災害対応に支障を来すことが考えられる。また、

広域的な応援態勢の確立には更に時間を要する場

合も考えられる。このような状況下では、地域住民

一人一人が「自分たちの地域は自分たちで守る」と

いう固い信念と連帯意識の下に、組織的に出火の防

止、初期消火、情報の収集・伝達、避難誘導、被災

者の救出・救護、応急手当、給食・給水等の自主的

な防災活動を行うことが必要である。 

阪神・淡路大震災においては、地域住民が協力し

合って初期消火を行い、延焼を防止した事例や、救

助作業を行い、人命を救った事例等が数多くみられ

た（第 4-1図）。また、東日本大震災においても、地

域における自主的な防災活動の重要性が改めて認

識され、自主防災組織の結成促進や活動活性化の取

組が各地で行われている。自主防災組織が、地域住

民の中心となってハザードマップの作成や避難訓

練を実施するなど、平常時から地域防災力の向上に

努めていた結果、平成 29年７月九州北部豪雨では、

地域住民の避難が適切に行われ被害の軽減につな

がった事例もある。 

このような自主防災活動が効果的かつ組織的に

行われるためには、地域ごとに自主防災組織を整備

し、平常時から、災害時における情報収集伝達・警

戒避難体制の確立、防災用資機材の備蓄等を進める

とともに、大規模な災害を想定した防災訓練を積み

重ねていくことが必要である。全国における自主防

災組織による活動カバー率（全世帯数のうち、自主

防災組織の活動範囲に含まれている地域の世帯数

の割合）は増加傾向が続いている（第 4-2図）。 

また、地域の防火防災意識の高揚を図るためには、

地域の自主防災組織の育成とともに、女性（婦人）

防火クラブ、少年消防クラブ、幼年消防クラブ等の

育成強化を図ることも重要である。さらに、防災関

係機関をはじめ、消防団、自主防災組織、女性（婦

人）防火クラブ、事業所、各種団体等、地域防災の

担い手同士が相互に連携することが、防災力の向上

につながる。 

第 4-1図 生き埋めや閉じ込められた際の救助 
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第 4-2図 自主防災組織の推移 

（各年４月１日現在） 
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（備考） 「消防防災・震災対策現況調査」により作成

 
（備考）「消防防災・震災対策現況調査」により作成 

（２）自主防災組織等 

ア 地域の自主防災活動 

自主防災組織は地域住民の連帯意識に基づき自

主防災活動を行う組織で、平常時においては、防災

訓練の実施、防災知識の普及啓発、防災巡視、資機

材等の共同購入等を行っており、災害時においては、

初期消火、避難誘導、救出・救護、情報の収集・伝

達、給食・給水、地域の災害危険箇所等の把握と周

知等を行うこととしている。 

平成 30 年４月１日現在では、全国 1,741 市町村

のうち 1,679市町村で 165,429の自主防災組織が設

置されており、活動カバー率は 83.2％となっている

（第 4-2図、附属資料 4-1）。これらの自主防災組織

を育成するために、平成 29 年度は 982 市町村にお

いて、資機材購入及び運営費等に対する補助が行わ

れており、また、235 市町村において、資機材等の

現物支給が行われている。これらに要した経費は平

成 29年度で合計 39億 9,116万円となっている。 

自主防災組織の活性化のためには、自主防災組織

間の協調・交流や行政・企業・教育その他の分野と

の連携が重要であり、自主防災組織が相互の活動内

容を知り、連絡を取り合うための都道府県単位・市

町村単位及び地区単位の連絡協議会の設置が非常

に有効であることから、消防庁として設置の促進を

支援している。 

なお、防災訓練においては住民の事故が起こらな

いように、細心の注意が払われているが、住民の事

故が起きてしまった場合には、公益財団法人日本消

防協会の防火防災訓練災害補償等共済制度等を活

用することが可能である。 

イ 女性（婦人）防火クラブ 

家庭での火災予防の知識の修得、地域全体の防火

意識の高揚等を目的として組織されている女性（婦

人）防火クラブは、平成 30年４月１日現在、8,174

団体、約 121万人が活動している。 

平常時から各家庭の防火診断、初期消火訓練、防

火防災意識の啓発等、地域の実情や特性に応じた防

火活動を行うことで、安心・安全な地域社会をつく

り、災害時にクラブ員が協力して活動できる体制を

整えている。 

また、女性（婦人）防火クラブの団体相互の交流、

活動内容の情報交換、研修等を実施し、活動内容の

充実強化につなげるため、平成 30年４月１日現在、

43 道府県において道府県単位での連絡協議会が設

置されている。 

東日本大震災においても、避難所における炊き出

し支援や、被災地への義援金・支援物資の提供等の支

援活動が行われた。また、平成 28年熊本地震におい

ても、避難所における炊き出し等の支援が行われた。 

ウ 少年消防クラブ 

少年消防クラブは、10 歳以上 18 歳以下の少年少

女が災害、防火・防災について学ぶ組織であり、平

成 30年５月１日現在のクラブ数は、4,647団体、約

41万人となっている。少年消防クラブの活動は、将
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来の地域防災の担い手を育成する活動として期待

されており、火災予防の普及徹底を目的とした学

習・ポスター作成・研究発表、校内点検、火災予防

運動等の活動に加え、消火訓練、避難訓練、救急訓

練などの実践的な取組のほか、防災タウンウォッチ

ングや防災マップ作成など、身近な防災の視点を取

り入れた活動も多く行われている。 

消防庁では、将来の地域防災の担い手育成を図る

ため、消防の実践的な活動を取り入れた訓練等を通

じて他地域の少年消防クラブ員と親交を深めると

ともに、消防団等から被災経験、災害教訓、災害へ

の備え等について学ぶ「少年消防クラブ交流会」を

平成 24年度から開催している。平成 30年度は千葉

県で開催し、全国から 56 クラブ 383 名（指導者含

む）が参加し、避難所体験や合同訓練を通して、ク

ラブ員同士が交流を深めた。 

エ 幼年消防クラブ 

幼年消防クラブは、幼年期において、正しい火の

取扱いについて学び、消防の仕事を理解してもらう

ことにより、火遊び等による火災発生の減少を図ろ

うとするためのものである。近い将来、少年・少女

を中心とした防災活動に参加できる素地をつくる

ため、９歳以下の児童（主に幼稚園、保育園の園児

等）を対象として編成され、消防機関等の指導の下

に組織の育成が進められている。 

なお、平成 30年５月１日現在の組織数は、13,830

団体、約 115万人となっている。 

オ 事業所による地域の防災活動 

事業所では自らの施設における災害を予防する

ための自主防災体制が取られているが、事業所が自

主防災組織と協定を結び、地域の防災力を高めてい

る例がある。例えば、病院が自主防災組織と平時か

ら協定を結び、災害時に円滑な救援活動ができるよ

うな体制を整えている。阪神・淡路大震災では、事

業所が地域の消火活動に出動し、住民と協力して火

災の拡大を食い止めたほか、事業所の体育館が避難

所として提供された。 

２．災害時等のボランティア活動 

被災地における様々なニーズに合わせた柔軟な

対応を行う上で、ボランティア活動が非常に重要な

役割を担っていることが、阪神・淡路大震災におい

て改めて認識された。平成７年 12 月に改正された

災害対策基本法では、ボランティアの活動環境の整

備が防災上の配慮事項として新たに位置付けられ

た。また、防災関係機関をはじめ、広く国民が、災

害時におけるボランティア活動や自主防災活動に

ついての認識を深めるとともに、災害への備えの充

実強化を促進するために、「防災とボランティアの

日」（１月 17日）、「防災とボランティア週間」（１月

15日から 21日まで）が創設されている。 

阪神・淡路大震災以降も、全国で地震や風水害等

の大きな災害が発生しているが、こうした災害にお

いて近隣や全国から数多くのボランティアが集ま

り、被災した家屋の片付け、風水害で流れ込んだ泥

のかき出し、避難所での手伝い、被災者や子供の話

し相手、生活再建支援、町おこし・村おこし等の復

旧・復興に関する支援活動が展開されている。 

東日本大震災においても、泥かきや物資の仕分け、

子供の遊びや学習支援、高齢者への傾聴、外国語や

手話の通訳、栄養指導、カウンセリング等、ボラン

ティアによる幅広い支援活動が行われた。 

また、大規模災害時等の混乱の中でもボランティ

ア活動が円滑に行われるよう、平成 11年度（1999年

度）から、地方公共団体によるボランティアの活動

環境整備の促進を目的として、「災害ボランティア

等の活動環境整備に関する研修会」を年１回開催し

ている。この研修会では、毎年、地方公共団体にお

ける災害ボランティアに関する取組事例等の紹介

や有識者による講演等を通して、都道府県・政令指

定都市の担当者間で災害ボランティアの活動環境

の向上のための情報共有を行っている。 

このほか、認定特定非営利活動法人日本防災士機

構が認証する防災士も、自主防災組織に積極的に参

画し、防災知識の普及等の防災活動を行うなど、地

域防災力の向上に努めている。 

 

 

 

１．防災基盤等の整備 

（１）公共施設等の耐震化 

消防庁では、地震等の大規模な災害が発生した場

合においても、災害対策の拠点となる施設等の安全

性を確保し、もって被害の軽減及び住民の安全を確
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保できるよう防災機能の向上を図るため、「災害に

強い安全なまちづくり」の一環として、公共施設等

耐震化事業により、 

〔１〕避難場所・避難所となる公共・公用施設（学

校や体育館など） 

〔２〕災害対策の拠点となる公共・公用施設（都道

府県、市町村の庁舎や消防署など） 

〔３〕不特定多数の住民が利用する公共施設（文

化・スポーツ施設、道路橋りょう、交通安全

施設など） 

〔４〕社会福祉事業の用に供する公共施設 

の耐震化を推進している。 

消防庁では、地方公共団体が公共施設の耐震化を

進める上での参考として「防災拠点となる公共施設

の耐震化促進資料（耐震化促進ナビ）」を作成し、全

ての地方公共団体へ配付するとともに、消防庁ホー

ムページ（参照 URL：http://www.fdma.go.jp/neuter/ 

topics/taishin/index-j.html）において公表して

いる。 

さらに、初動対応の要となる都道府県、市町村の

庁舎等の耐震率の向上や、家具転倒防止等の自主防

災の推進などに取り組んでいる。 

（２）防災施設等の整備 

災害に強い地域づくりを推進するためには、消防

防災の対応力の向上に資する施設等の整備が必要

であり、消防庁では、消防防災施設整備費補助金や

緊急防災･減災事業等により、防災施設等の整備を

促進している。 

地震や豪雨による災害では、市町村の災害対策本

部機能の喪失又は著しい低下等が見られたことか

ら、消防庁では、非常用電源の整備、多様な手段に

よる速やかな被害情報収集手段の確保を地方公共

団体に要請している。 

（３）防災拠点の整備 

大規模災害対策の充実を図る上で、住民の避難場

所・避難所又は防災活動の拠点を確保することは非

常に重要であり、想定される災害応急活動の内容等

に応じた機能を複合的に有する「防災拠点」として

整備していくことが必要である。 

このため、平常時には防災に関する研修・訓練の

場等となり、災害時には、防災活動のベースキャン

プや住民の避難場所・避難所となる防災拠点の整備

が必要である。消防庁では、消防防災施設整備費補

助金や緊急防災･減災事業等により地方公共団体に

おける防災拠点の整備を促進している。 

第 4-3図 防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況 

（平成 29年度末） 

88,610(46.5％) 102,032(53.5％)

80,852(91.2％)
7,758

(8.8％)

28,535(35.3％) 46,947(58.1％)
5,370

(6.6％)

102,032(53.5％)
28,535

(15.0％)
46,947(24.6％)

13,128

(6.9％)

〈建築年次〉
昭和56年以前建築の棟数 昭和57年以降建築の棟数

耐震診断実施

耐震性有 改修済 改修未定

昭和57年以降建築 耐震性有 改修済 改修未定

93.1％

耐震診断未実施

〈耐震診断実施結果と耐震改修の現状（耐震診断実施）〉

〈耐震率〉

(190,642棟)

(88,610棟)

(80,852棟)

(190,642棟)

〈耐震診断実施率（昭和56年以前建築)〉
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自治体消防制度 70周年 
 

我が国の消防は、昭和 23年（1948年）３月７

日に「消防組織法」が施行され、市町村消防の原則

に基づく今日の自治体消防制度が確立して以来、平

成 30年３月に 70周年を迎えました。 

これを記念して、消防関係者をはじめ国民に広く

我が国の消防の発展について回顧してもらうとと

もに、国民の安心・安全な生活を確保するという消

防に課せられた使命の重要性を再認識し、更なる消

防防災体制の充実強化を期するため、各種記念事業

を行いました。 

●自治体消防制度 70周年記念式典 

平成 30年３月７日の消防記念日に、天皇皇后両

陛下の御臨席を賜り、国技館において挙行しました。

式典は、総務大臣の式辞に引き続き、内閣総理大臣

をはじめとする三権の長から祝辞を賜るとともに、

消防功労者に対する内閣総理大臣表彰、総務大臣感

謝状贈呈、消防庁長官表彰などを行いました。 

 
国歌斉唱 

 
内閣総理大臣表彰 

 
総務大臣感謝状贈呈 

 
消防庁長官表彰 

●消防・防災活動活性化大会 

自治体消防制度 70 周年記念式典に引き続いて、

「消防・防災活動活性化大会」を開催しました。こ

の大会は、自治体消防制度 70周年を記念し、毎年

度行われている「全国消防職員意見発表会（全国消

防長会主催）」及び「全国消防団員意見発表会（消防

庁主催）」のそれぞれ直近数年間の最優秀賞受賞者

等が一堂に会し、それぞれの業務や活動に関する課

題等について、改めて意見発表を行うとともに、地

域防災の一翼を担う自主防災組織等による先進的

な活動事例の発表、消防団活動に協力する事業所を

顕彰することにより、今後の全国における消防・防

災活動がより一層活性化することを目指し開催し

たものです。 
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発表者による記念撮影 

 
長野県内消防団ラッパ隊による演奏 

●各種記念事業 

（１）平成 29年４月 18日 

エネルギー・産業基盤災害対応のための消防

ロボットシステムの研究開発試作機の実演

公開（消防庁消防研究センター） 

（２）平成 29年４月 21日 

平成 29 年度消防研究センターの一般公開

（消防庁消防研究センター） 

（３）平成 29年５月 24日 

第１回予防業務優良事例表彰式の開催（消防

庁予防課） 

（４）平成 29年７月６日〜７日 

平成 29年度防災啓発中央研修会（一般財団

法人 消防防災科学センター） 

（５）平成 29年８月 11日〜12日 

第 17回レスキューロボットコンテスト（日

本消防検定協会） 

（６）平成 29年８月 27日 

プロ野球始球式を通じた自治体消防制度 70 

周年記念事業の開催（消防庁総務課） 

（７）平成 29年９月 27日〜29日 

第 44 回国際福祉機器展における広報活動

（一般財団法人 消防試験研究センター） 

（８）平成 29年９月 28日 

防火・防災管理講習事務感謝状贈呈式（一般

財団法人 日本防火・防災協会） 

（９）平成 29年 10月５日 

軽消防自動車等の寄贈（一般社団法人 日本

損害保険協会） 

（10）平成 29年 11月８日 

自治体消防制度 70 周年記念「秋の火災予防

コンサート」の開催（消防庁総務課） 

（11）平成 29年 11月 29日 

平成 29年度消防防災科学技術賞の表彰（消

防庁消防研究センター） 

（12）平成 29年 11月 29日〜30日 

第 65回全国消防技術者会議の開催報告（消

防庁消防研究センター） 

（13）平成 29年 12月 12日 

第 20 回全国消防救助シンポジウムの開催

（消防庁国民保護・防災部参事官） 

（14）平成 30年２月 

「消防団員のための安全管理啓発ポスター」

の製作・配付（消防団員等公務災害補償等共

済基金） 

（15）平成 30年３月１日 

第 22回防災まちづくり大賞の表彰（消防庁

国民保護・防災部地域防災室） 

（16）平成 30年３月６日 

自治体消防制度 70 周年記念シンポジウム

「日本消防会議」の開催（消防庁、公益財団

法人 日本消防協会、全国消防長会） 

（17）平成 30年３月 24日 

平成 29年度優良少年消防クラブ・指導者表

彰（フレンドシップ）（消防庁国民保護・防災

部地域防災室） 

（18）平成 30年４月 24日 

「自治体消防制度 70周年記念講演」の開催

（消防団員等公務災害補償等共済基金） 

（19）平成 30年６月 

「全国消防長会 70年のあゆみ」の発刊（全

国消防長会） 

（20）平成 29年６月～平成 30年３月 

消防庁広報誌「消防の動き」わたしじつは消

防吏員（消防庁総務課） 




